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令和７年度 校友会事業報告 

 

〈校友会〉 

 令和７年 

   ４月 ９日（水）  入学式 

   ５月２５日（日）  第１回校友会役員会  

   ６月中旬      校友会総会 ※書面開催 

   ９月３０日（火）  前期卒業式・同窓会入会式 

  １０月 ５日（日）  後期入学式・校友会入会式 

  １１月１６日（日）  第２回校友会役員会 

  文化祭 

令和８年 

   １月１８日（日）  第３回校友会役員会 

   ２月２２日（日）  同窓会入会式 

３月 １日（日）  卒業証書授与式 

 

〈保護者交流会〉 

令和７年 

   前期… ６月 ８日（日） 

   後期…１１月 ２日（日） 

   

〈教育推進会〉 

令和７年 

   前期…５月１８日（日）※書面開催 

   後期…１２月７日（日） 

 

〈その他〉 

令和７年 

   ５月１８日（日）   予約奨学金説明会（３年次希望生徒と保護者） 

   ６月 ８日（日）  公開面接指導参観 

             第１回保護者交流会 

生徒生活体験発表大会 

１１月 １日（土）  華フロカフェ 

  １１月 ２日（日）  公開面接指導参観 

             第２回保護者交流会 

進路について考える会 

 



収入総額 4,256,158 円

支出総額 1,085,358 円

差引総額 3,170,800 円

【収入の部】 （単位：円）

当初予算額 補正額 予算現額 収入額 差　引 各ブックの差引残高

会費 1,340,000 0 1,340,000 1,412,760 ▲ 72,760 3,500円／年、1,750円／半期

現年度会費 1,330,000 0 1,330,000 1,407,150 ▲ 77,150

過年度会費 10,000 0 10,000 5,610 4,390

補助金 100,000 0 100,000 33,600 66,400 高体連補助金

繰越金 2,804,351 0 2,804,351 2,804,351 0 前年度より

雑収入 1,649 0 1,649 5,447 ▲ 3,798 預金利息

4,246,000 0 4,246,000 4,256,158 ▲ 10,158

【支出の部】 （単位：円）

当初予算額 補正額 予算現額 支出額 差　引

校友会運営費 660,000 5,000 665,000 268,715 396,285

事務局費 340,000 0 340,000 104,963 235,037

総会・役員会費 20,000 0 20,000 3,603 16,397 ○役員会・交流会等 お茶代 他

渉外費 30,000 0 30,000 0 30,000 ○会員に対する慶弔費

校友会運営費 290,000 0 290,000 101,360 188,640 ○運営費事務費

　　需用費（事務用品　等） 0

　　役務費（郵便切手　等） 6,050

　　負担金（教育振興会年会費 等） 95,310

学校後援費 290,000 0 290,000 128,855 161,145

図書費 120,000 0 120,000 119,855 145

設備費 100,000 0 100,000 0 100,000 ○防犯カメラリース代 0

進路指導費 70,000 0 70,000 9,000 61,000 ○進路について考える会講師旅費 9,000

校友会事業費 30,000 5,000 35,000 34,897 103 〇華フロカフェ共催

部活動後援費 1,700,000 ▲ 5,000 1,695,000 660,643 1,034,357

運営費 200,000 0 200,000 191,800 8,200 ○部活動運営費

活動費 1,000,000 ▲ 5,000 995,000 238,325 756,675 ○生徒旅費助成・生徒引率旅費

参加登録費 500,000 0 500,000 230,518 269,482 ○大会参加費・負担金 37,018

○高体連等分担金 193,500

他会計繰出金 210,000 0 210,000 156,000 54,000

校友会積立金会計 210,000 0 210,000 156,000 54,000 〇１００周年記念事業積立金

予備費 1,676,000 0 1,676,000 0 1,676,000

4,246,000 0 4,246,000 1,085,358 3,160,642

※ 予算執行に当たっては、科目間の流用を認める。

令和７年度 華陽フロンティア高等学校通信制課程校友会会計決算書

○生徒要望図書・雑誌

合 　 計

摘　　　要

摘　　　要

科　　　目

合 　 計

科　　　目



収入総額 5,379,941 円

支出総額 0 円

差引総額 5,379,941 円

１．収入の部 （単位：円）

当初予算額 補正額 予算現額 収入額 差　引

繰入金 210,000 0 210,000 156,000 54,000 校友会会計

繰越金 5,215,014 0 5,215,014 5,215,014 0 前年度より

雑収入 2,986 0 2,986 8,927 ▲ 5,941 預金利息

5,428,000 0 5,428,000 5,379,941 48,059

２．支出の部 （単位：円）

当初予算額 補正額 予算現額 支出額 差　引

予備費 5,428,000 0 5,428,000 0 5,428,000

5,428,000 0 5,428,000 0 5,428,000

令和７年度 華陽フロンティア高等学校通信制課程校友会 積立金会計決算書

合 　 計

摘　　　要

摘　　　要

科　　　目

合 　 計

科　　　目





 

第３号議案    

 

令和８年度校友会執行役員(案) 

 

（１）令和８年度 校友会執行役員 

   会 長     井上 京子 

   副会長     中野 仁美 

   庶 務   佐々木 掌子 ・ 小久江 貴子（職員・進路渉外部長） 

   会 計     榎 亜沙子  ・ 小坂 茂樹（職員・事務部長）  

   監 査     榎 亜沙子  ・ 山田 五十鈴 （成人生徒：教育推進会代表） 

顧 問   早矢仕 賢治（学校長） 

 

 

（２）令和８年度 校友会クラス役員及び執行役員 

 

執行役員 クラス 役員氏名 生徒名 備考 

 １Ａ 廣瀬 友香 舜太  

 １Ｂ 野末 有生 唯斗  

 １Ｃ 相崎 あゆみ 翔空  

 １Ｄ 北川 奈美 峻  

 １Ｅ 山田 由佳 拓実  

 ２Ａ カラギョル 美佐子 ラナ  

 ２Ｂ 黒木 良子 友優心  

会計監査 ２Ｃ 榎 亜沙子 香琳  

 ２Ｄ 小久保 梨紗 柚葉  

 ２Ｅ 森野 優 心結  

副会長 ３Ａ 中野 仁美 瑛斗  

庶務 ３Ａ 佐々木 掌子 蒼空  

 ３Ｂ 𠮷田 景子 雪乃  

 ３Ｃ 坂井田 貴子 小陽  

 ３Ｄ 門輪 愛莉 かれん  

会長 ３Ｅ 井上 京子 創平  

 ２Ｅ 山田 五十鈴  成人生徒（教育推進会代表） 

 



 

第４号議案    

 

令和８年度 校友会事業計画（案） 

 

 

〈校友会〉 

 令和８年 

   ４月 ８日（水）  入学式 

   ５月２４日（日）  第１回校友会役員会  

   ６月中旬      校友会総会 ※書面開催 

   ９月３０日（水）  前期卒業式・同窓会入会式 

  １０月 ４日（日）  後期入学式・校友会入会式 

  １１月１５日（日）  第２回校友会役員会 

  文化祭 

令和９年 

   １月１７日（日）  第３回校友会役員会 

   ２月２１日（日）  同窓会入会式 

３月 １日（月）  卒業証書授与式 

 

〈保護者交流会〉 

令和８年 

   前期… ６月 ７日（日） 

   後期…１１月 １日（日） 

   

〈教育推進会〉 

令和８年 

   前期…５月２４日（日）※書面開催 

   後期…１２月６日（日） 

 

〈その他〉 

令和８年 

   ５月１７日（日）   予約奨学金説明会（３年次希望生徒と保護者） 

   ６月 ７日（日）  公開面接指導参観 

生徒生活体験発表大会 

１０月 ３１日（土） 華フロカフェ 

  １１月 １日（日）  公開面接指導参観 

進路について考える会 

 



 

　【収入の部】   （単位：円）

本年度予算額 前年度予算額 比較増減

(A) (B) (A)-(B)

　会費 1,288,000 1,340,000 ▲ 52,000

現年度会費 1,278,000 1,330,000 ▲ 52,000

過年度会費 10,000 10,000 0

　補助金 100,000 100,000 0 定通教育振興会補助金等

　繰越金 3,170,800 2,804,351 366,449 前年度繰越金

　雑入 5,200 1,649 3,551 預金利息　　　

4,564,000 4,246,000 318,000

　【支出の部】 （単位：円）

本年度予算額 前年度予算額 比較増減

(A) (B) (A)-(B)

校友会費 680,000 660,000 20,000

　事務局費 340,000 340,000 0

　　　総会・役員会費 20,000 20,000 0 ○役員会・交流会等 お茶代等

　　　渉外費 30,000 30,000 0 ○会員に対する慶弔費

　　　運営事務費 290,000 290,000 0 ○運営費事務費

　　需用費（事務用品等） 100,000

　　役務費（郵便切手、ＩＢ利用手数料等） 80,000

　　負担金（教育振興会年会費等） 110,000

　学校後援費 290,000 290,000 0

　　　　図書費 120,000 120,000 0 ○図書館図書

　　　　設備費 100,000 100,000 0

　　　　進路指導費 70,000 70,000 0 ○進路用図書・卒業生講演お礼

校友会事業費 50,000 30,000 20,000 〇校友会共催事業

部活動後援費 1,700,000 1,700,000 0

200,000 200,000 0 ○部活動運営費

　　備消耗品費（部活動機材等） 200,000

　　役務費（携帯電話料） 0

　活動費 1,000,000 1,000,000 0 ○生徒旅費助成・引率旅費

500,000 500,000 0 ○大会参加費・負担金 200,000

○高体連等分担金 300,000

　他会計操出金 195,000 210,000 ▲ 15,000

校友会積立金会計 195,000 210,000 ▲ 15,000 ○創立100周年記念事業負担金積立R8分 130,000

　　 （@1,000円×卒業見込130人）

○創立100周年記念事業協賛金積立R8分 65,000

　　（@500円×卒業見込数130人）

　予備費 1,989,000 1,676,000 313,000 　

4,564,000 4,246,000 318,000

予算執行に当たっては、科目間の流用を認める。

　部活動運営費

　参加登録費

合      計

令和８年度 華陽フロンティア高等学校通信制課程校友会会計 予算書（案）

摘　　　　要

摘　　　　要

科　        目

合　   計

科　        目

3,000円×420人



　【収入の部】   （単位：円）

本年度予算額 前年度予算額 比較増減

(A) (B) (A)-(B)

　繰入金 210,000 210,000 0 校友会一般会計より繰入

　繰越金 5,379,941 5,215,014 164,927 前年度より繰越

　諸収入 8,059 2,986 5,073 預金利息　　　

合　   計 5,598,000 5,428,000 170,000

　【支出の部】 （単位：円）

本年度予算額 前年度予算額 比較増減

(A) (B) (A)-(B)

　予備費 5,598,000 5,428,000 170,000

合      計 5,598,000 5,428,000 170,000

令和８年度 華陽フロンティア高等学校通信制課程校友会積立金会計 予算書（案）

科　        目

科　        目

摘　　　　要

摘　　　　要



岐阜県立華陽フロンティア高等学校通信制課程校友会会則 

 

第一章 総則 

（名称） 

第１条 本会は、「岐阜県立華陽フロンティア高等学校通信制課程校友会」と称する。 

（事務局） 

第２条 本会の事務局を岐阜県立華陽フロンティア高等学校通信制課程に置く。 

（目的） 

第３条 本会は、学校と家庭、更に社会との緊密な連携と協力によって、本校の教育の推進に寄与する

とともに、生徒の安全・健康の保持及び福祉の増進と会員の研修・研鑽を図ること、部活動の健全な

る発展を援助することを目的とする。 

（事業） 

第４条 本会は、前条の目的を達成するために、次の各号に掲げる事業を行うものとする。 

一 生徒の進路指導に関すること。 

二 生徒の保健・厚生に関すること。 

三 生徒の生活指導に関すること。 

四 学校行事・特別活動等の推進のための援助協力に関すること。 

五 会員の研修・研鑽及び研究活動の助成に関すること。 

六 学校と家庭の緊密な連携に関すること。 

七 生徒及び会員の慶弔に関すること。 

八 生徒旅費の補助及び引率旅費に関すること 

九 その他本会の目的を達成するために必要なこと。 

（方針） 

第５条 本会の活動方針は、次の各号に掲げる事項のとおりとする。 

一 本会は、自主的に活動するものであり、営利を目的とせず、宗教活動、政治活動に全く関与しな

いことを旨とする。 

二 本会は、学校運営管理、教職員人事には全く干渉しないことを旨とする。 

第二章 会員 

（会員） 

第６条 本会の会員は、次の各号に掲げる者とする。 

一 本校の未成年生徒の保護者 

二 成人生徒 

三 本校の通信制課程常勤の教職員 

四 本会の趣旨に賛同するもの 

第三章 役員 

（構成） 

第７条 本会に次の各号に掲げる役員を置く。 

一 会長  １名 

二 副会長 ２名 

三 庶務  ２名 ただし、１名は教職員とする。 

四 会計  ２名 ただし、１名は教職員とする。 

五 監査  ２名 

六 保護者会員のクラス代表 

２ 会長は、保護者会員のクラス代表から選出する。また、役員にはクラス代表の成人生徒を若千名選

出する。なお、第一号～第五号までの保護者会員役員は、保護者会員のクラス代表を兼ねることがで

きる。 



３ 本会に顧問若干名を置くことができる。なお、顧問のうち 1名は校長とする。 

（役員の任務） 

第８条 役員の任務は、次の各号に掲げる事項のとおりとする。 

一 会長は、本会を代表し、会務を総理する。 

二 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。 

三 庶務は、会議の記録保管をし、庶務を司る。 

四 会計は、本会の事務を司る。 

五 監査は、本会の会計を監査する。 

（役員の任期） 

第９条 役員の任期は、役員として承認されたときから後任の選出が行われるまでの 1か年とする。た

だし、再選を妨げない。 

２ 役員に欠員が生じたときは、会長がこれを補充し、その任期は前任者又は現任者の在任期間とする。 

第四章 機関 

（機関） 

第 10条 本会に次の各号に掲げる機関を置く。 

一 総会 

二 役員会 

三 教育推進会 

四 指名委員会 

（総会） 

第 11条 総会は、毎年 1回年度当初に開き、次の各号に掲げる事項を審議決定する。 

一 役員の選出・承認に関すること。 

二 事業計画及び報告に関すること。 

三 予算・決算・会計監査に関すること。 

四 会則の制定・改廃に関すること。 

五 その他本会の運営に関すること。 

（定数及び議決） 

第 12条 総会は、会員の 3分の 1以上（ただし、委任状を含む）の出席を以て成立し、総会の議事は出

席者の多数決によって決する。可否同数のときは、議長の決するところによる。 

なお、会長は議長を務めるものとする。 

（役員会） 

第 13条 役員会は、本会の執行機関であり、本会役員、校長、副校長、教頭及び事務長を以て組織し、

次の各号に掲げる事項を審議する。 

一 事業の推進に関すること。 

二 予算・決算案の作成に関すること。 

三 会則の解釈・実施・改正に関すること。 

四 その他会務の運営に必要なこと。 

（役員会の総会代行権） 

第 14 条 総会に付議すべき事項で緊急を要するときは、役員会でこれを代行することができる。ただ

し、次期総会において承認を得るものとする。 

（教育推進会） 

第 15条 教育推進会は、各クラス成人生徒の代表をもって構成する。 

（指名委員会） 

第 16条 指名委員会は、役員及び教職員若千名をもって構成し、役員候補者を選考指名する。 

第五章 会計 

（経費） 



第 17条 本会の経費は、会費・教育振興費及びその他の収入によって賄う。 

（会費等の額） 

第 18条 会費及び教育振興費は、その額を総会で決定し、本校の未成年生徒の保護者会員及び 

成人生徒会員が納入する。なお、前期中に退学・転学・休学の手続きがなされた場合に限り、 

後期分にあたる会費は返金する。 

（会計年度） 

第 19条 本会の会計年度は、毎年４月１日に始まり翌年３月３１日までとする。 

（代決委任） 

第 20条 本会の支出等の命令について、会長は校長に代決を委任する。 

第六章 慶弔規程 

（慶弔規定） 

第 21条 会員、生徒に慶弔事の生じたときは、別に定める慶弔規定によって行うものとする。 

第七章 改正 

（改正） 

第 22条 本会則の改正は、会長が総会に提案し、総会の議決を経るものとする。 

 

別記 

１ 岐阜県立華陽フロンティア高等学校通信制課程校友会慶弔規定 

第６条三号で規定する本校通信制課程常勤教職員会員は、この規程の対象外とする。 

（１）死亡に関する弔意（例:香典、玉串料等） 

ア 会員又は生徒の父母（会員でない父母に限る）死亡の場合 

１０,０００円（別に生花１対を贈ることができる） 

イ 生徒（会員でない場合に限る）死亡の場合 

１０,０００円（別に生花１対を贈ることができる） 

    ウ その他については、会長と校長が協議して決定する。 

（２）会員等死亡に伴う見舞い 

会員、生徒又は生徒の父母その他の者の死亡に伴い、会長又は校長が見舞または参列するとき

は、見舞いの品を贈ることができる。この場合において、代理人（名代）が見舞うときは、会長

又は校長とそれぞれ読み替えることができる。 

（３）その他 

その他関係者に対する祝儀、見舞い、記念品等が必要な場合は、役員会に諮って会長が決定す

る。ただし、これによりがたいときは、会長が先例等を参考にして決めることができる。（事後に、

役員会に報告するものとする） 

 

附 則 

本会則は、平成１４年６月３０日より施行する。 

この会則は、平成１８年４月１日一部改正する。 

この会則は、平成２０年４月１日一部改正する。 

この会則は、平成２０年６月１５日一部改正し、平成２０年度から適用する。 

この会則は、平成２２年６月１３日一部改正し、平成２２年度から適用する。 

この会則は、平成２６年３月５日一部改正し、平成２６年度から適用する。 

この会則は、平成２７年６月３０日一部改正し、平成２８年度から適用する。 

この会則は、令和元年５月２６日一部改正する。 

この会則は、令和３年１１月７日一部改正する。 

この会則は、令和７年６月３０日一部改正する。 

 


